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３　発意調査
平成26年度は、熊本市オンブズマン条例第７条第２項に基づき、発意調査を２件

行いました。（「Ｖ　発意調査の事例」参照）

４　勧告又は意見表明
平成26年度は、熊本市オンブズマン条例第7条第1項第2号に基づく勧告又は意見

表明に至った事例はありませんでした。

５　巡回オンブズマン
中央区を除く各区の区役所や公民館等に出向き、市民の皆さんとの面談を通じ苦

情申立てを受け付ける巡回オンブズマンについて、次のとおり実施しました。
開催日 開催場所

第１回 ４月23日（水） 秋津公民館
第２回 ５月15日（木） 西区役所
第３回 ６月18日（水） 南部公民館
第４回 ７月10日（木） 台風のため中止
第５回 ８月27日（水） 東区役所
第６回 ９月18日（木） 花園総合出張所公民館
第７回 10月29日（水） 飽田公民館
第８回 11月13日（木） 北区役所
第９回 12月19日（金） 託麻公民館
第10回 １月15日（木） 河内総合出張所
第11回 ２月18日（水） 天明公民館
第12回 ３月19日（木） 清水公民館

６　現地調査
苦情の内容によっては、状況を把握するため、オンブズマンが直接現地に赴き調

査を行いますが、平成26年度は６案件６回実施しました。

７　フォローアップ調査（調査結果を受けた市の改善等の状況の追跡調査）
平成26年度にオンブズマンが調査結果を通知したもののうち、苦情申立ての趣旨

に沿ったものの中で改善に至っていないもの10件、市の業務に不備がなかったもの
の中でオンブズマンが何らかの要望を出したもの２件の計12件について改善等の状
況の追跡調査を行いました。加えて、過年度に改善等の状況の追跡調査を行ったも
のの改善に至っていないものについても再度追跡調査を行いました。

その結果、市から改善済や改善に向けて検討中である旨等の回答を得ました。
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８　その他の活動
　⑴　相談、要望の受付状況

　平成26年度は、オンブズマンの調査結果等に関する相談、要望や市政等に関す
る相談、要望を521件受け付けました。（表７参照）

表７　市民等からの相談、要望の行政組織別・分野別受付状況�   （単位：件・％）
組　織 件数 構成比 分　　　　野

議会事務局 1 0.2 議員 1

総務局 17 3.3 情報公開制度 4 職員 4 嘱託職員 3 職員倫理 2
相談業務 2 指定管理者制度 1 地域防災計画 1

企画振興局 159 30.5
オンブズマン制度 142 相談業務 7 区政 2 広報刊行物 2
広聴業務 2 憲章 1 住居表示 1 委員選考 1
出前講座 1

財政局 32 6.1 市県民税 13 固定資産税 9 軽自動車税 4 徴収対策 3
財政 2 情報公開制度 1

健康福祉
子ども局 44 8.4

臨時福祉給付金 7 国民健康保険 6 火葬場 5 介護保険 5
動物愛護センター 4 指導監査事業 3 児童福祉 2 相談業務 2
食品衛生 2 情報公開制度 1 後期高齢者医療制度 1 生活保護 1
手帳の交付 1 身体障害者自立支援事業 1 身体障害者在宅生活支援 1 医療安全相談 1
広聴業務 1

環境局 3 0.6 リサイクルの推進 2 環境保全 1
農水商工局 3 0.6 競輪事業 2 中小企業への各種助成 1

観光文化交流局 8 1.5 観光 4 熊本城 1 動植物園 1 学校施設 1
広聴業務 1

都市建設局 88 16.9

道路整備 27 道路管理 19 住宅管理 8 老朽家屋 7
都市計画道路網整備 6 開発指導 4 相談業務 4 水路整備 2
総合交通体系整備 2 都市計画 1 中高層建築物 1 建築確認 1
マンション管理 1 駐車場管理 1 水路管理 1 公園 1
地籍調査 1 契約 1

中央区役所 19 3.6 公民館 6 生活保護 4 相談業務 4 児童手当給付事業 2
広報刊行物 1 国民健康保険 1 障がい者社会参加 1

東区役所 13 2.5 生活保護 3 戸籍 2 介護保険 2 臨時職員募集 2
個人情報保護制度 1 各種証明 1 公民館 1 子ども・子育て支援 1

西区役所 4 0.8 介護保険 2 広聴業務 1 相談業務 1
南区役所 6 1.2 手帳の交付 2 生活衛生 2 戸籍 1 生活保護 1
北区役所 11 2.1 生活保護 7 町内自治会 2 公民館 1 相談業務 1
消防局 3 0.6 救急活動 3
交通局 3 0.6 公共用地 2 軌道事業 1

上下水道局 23 4.4 上下水道料金 8 広聴業務 6 漏水防止 5 上下水道工事 2
加入金 1 水道施設整備 1

病院局 6 1.1 検体検査 3 相談業務 2 職員 1
選挙管理委員会 3 0.6 看板 3
教育委員会 11 2.1 教職員 5 学校教育 4 図書館 1 広報業務 1

その他の機関 64 12.3 国・県の機関 17 その他の機関 13 市町村の機関 10 住民間 9
市民オンブズマン 9 民間企業 6

合計 521 100.0
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　⑵　第16回全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会
　平成26年12月に東京で開催された全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会
に、吉田勇オンブズマンが参加し、国や他自治体の行政苦情救済機関との意見・
情報交換を行いました。

⑶　広報
①　市政だよりでの広報

平成26年度７月号、11月号、３月号に制度
案内記事を、平成26年度４月号から３月号ま
で巡回オンブズマン開催記事をそれぞれ掲載
しました。特に11月号は、紙面１ページを活
用した特集記事としました。

②　テレビでの広報
市政広報番組で制度についての広報を行い

ました。

③　ラジオでの広報
市政広報番組等で制度についての広報を行

いました。

2014.11月号 ◎ オンブズマン制度・定例市議会6 パープルリボン・市長のわくわく宅配便 ◎ 2014.11月号 7

熊本市オンブズマン制度
～ 運用開始から3年　苦情申立てから市政を改善 ～

　熊本市オンブズマン制度は、オンブズマンが、市政に関する苦情を公平か
つ中立的な立場で、簡易迅速に処理することにより、市民の皆さんの権利と
利益の保護を図り、市政に対する市民の理解と信頼を高めることを目的と
した制度です。
　平成23年11月に運用を開始し、平成26年3月までに受け付けた苦情申
立件数は238件でした。
　苦情の内容を分野別に見ると、福祉や子どもに関するものが47件と最も

多く、次いで道路や交通に関するものが41件、税金・財政に関するものが
15件、上下水道・川に関するものが12件、ごみ・環境・衛生に関するものが
11件、住宅に関するものが10件となっています。
　そのほか、公共施設や教育、公園、地域経済に関するものなどもありまし
た。
　また、オンブズマンが苦情処理した件数は238件で、内訳はグラフの通り
です。

代表オンブズマン

熊本大学名誉教授　吉田　勇
オンブズマン

弁護士　松永　榮治

苦情処理の状況（総件数238件）

分野別グラフ（238件）

苦情申立ての趣旨に
沿ったもの
（市の業務に何らかの
  不備があったもの）

31.9％　76件

市の業務に不備が
なかったもの

40.8％　97件
調査対象とならなかったもの
（管轄外のもの）

6.3％　15件

調査対象とならなかったもの
（利害なしなど）

14.7％　35件

調査を中止したもの

1.7％　4件
取り下げられたのもの

4.6％　11件 　わたしが理事長を務める介護老人保健施設にA
氏が入所されたが、その年金を管理していたA氏の
子が費用を支払わない状況が続いたため滞納金が

増加していた。ついては、A氏の金銭管理を任せられる人を選んで
もらうため、市に成年後見審判申立てを行うようお願いし、幾度
も催促したにもかかわらず、結局申立てまで2年以上を要した。A
氏は判断能力がなく緊急を要する状況なのに、なぜこれだけ時間
がかかったのか。

　A氏の置かれた厳しい状況からすると、申立てまでに2年以上要
したことは著しい事務の遅延であり、不適切と言わざるを得ませ
ん。今後、迅速・適正な処理が行われることを強く望みます。

オンブズマンの判断

　恒常的に事務処理が遅延していた状況でした。今後は、申立てま
での期間を大幅に短縮するため、担当人員を拡充したうえで、新た
に設定した行程ごとの基準処理期間に従い、徹底した進捗管理を
行うことにしました。

改善状況

1

　日頃利用する市道に雑草が生い茂り、歩行困難で
あったため、市に除草作業を依頼したところ、当月
中には実施するとの回答をえた。しかし、翌月になっ

ても除草がされていない。市の対応は誠意を欠くもので納得いか
ない。

　要望内容の確認作業を怠り、ほかの場所に対する要望と勘違い
していたことが原因でした。今後は、市民要望への対応について、
進捗状況をチェックする体制を見直すよう望みます。

オンブズマンの判断

　職員全員で情報を共有し対応するために、業務支援システム内
に要望苦情管理システムを設けました。

改善状況

2
　調査の対象となる苦情の範囲は、熊本市の仕事と、その仕事に関わる職員の行
為で、自らの利害に関わり、その事実のあった日から原則として1年以内の苦情で
す。ただし、行政不服申立てなどほかの制度を利用した場合など、取り扱わないこ
ともあります。詳しくは、オンブズマン事務局へ。

　書面（苦情申立書）をオンブズマン事務局へ、
持参、郵送、ファクス（096-324-4003）、電子
メ ール（ombudsman@city.kumamoto.lg.jp）、
ホームページのフォームメールで提出してくださ
い。また、希望があれば、オンブズマンと直接面
談ができます。オンブズマン事務局へ電話で予約
してください。

　オンブズマン制度の「パンフレット」や「熊本市オンブズマン平成25年度報告書」は、オン
ブズマン事務局、市政情報プラザ、区役所、総合出張所、出張所に置いているほか、市ホーム
ページからもダウンロードできます。

オンブズマン事務局（マスミューチュアル生命ビル2階）

☎096-328-2916
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

午前8時半～午後5時15分

苦情申立ての方法は？

どんな苦情が対象となりますか？

オンブズマン制度について

0 20 40 60 80 100

その他
地域経済
公園

公共施設
教育
住宅

ごみ・環境・衛生
上下水道・川
税金・財政
道路・交通
福祉・子ども

90件　37.8％
1件　0.4％
2件　0.9％
3件　1.3％
6件　2.5％
10件　4.2％
11件　4.6％
12件　5.0％
15件　6.3％

41件　17.2％
47件　19.8％

　主な内容は、少子化対策として、若者に対する結婚から妊娠、出産、子
育てまでの一貫した情報の提供および意識啓発に要する経費や、新たな
広域連携モデル構築事業として国の委託を受け、熊本都市圏産の食材を
使用した「駅弁・空弁」の開発経費などの予算措置を行いました。
　そのほかでは「ロアッソ熊本」の運営会社である株式会社アスリート
クラブ熊本への新たな出資金や、食肉センターの馬と畜機能移転に係る
代替施設の衛生対策強化などに要する経費について予算措置を行いま
した。

第3回定例市議会から
平成26年

平成26年度一般・特別会計補正予算11億4451万円の増額を可決

　主なものとして、「江津湖地域における特定外来生物等による生態系等
に係る被害の防止に関する条例」を制定しました。
　これは、江津湖地域において、特定外来生物等による被害を防止するた
め、市民、事業者、行政などが一体となって江津湖地域の生態系を保全し、
将来の市民へ継承するための条例です。

補正予算案 条例議案

人権擁護委員 …… 荒牧 邦三、水間 久仁子、山下 雅裕美、外村 聖治、大吉 佳子、上村 眞智子、
　　 松田 裕一郎

平成26年第3回定例会は、9月11日に招集され、補正予算案や条例議案などを審議、可決し、10
月6日に閉会しました。

人事案件

【市政だより11月号】



−16−

④　ポスター、パンフレットの設置
オンブズマン事務局をはじめ、各区役所（各総合出張所、各出張所含む。）

等の市の施設に制度利用案内のポスターや、苦情申立書を挟み込んだパンフ
レットを設置しています。

⑤　各戸配布形式紙媒体（フリーペーパー）を用いた広報
平成26年10月から平成27年３月にかけて、「すぱいす」の紙面上で制度の紹

介を行いました。特に11月は２週にわたり紙面２ページを活用した特集記事と
しました。

【制度案内パンフレット】

【苦情申立書】

すぱいす＊spice ２２２０１４年（平成２６年）１１月７日　（金）　２３７号 ���������� �����������������������������

【掲示用ポスター】
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⑷　オンブズマン制度のホームページ運用
　熊本市ホームページ上にオンブズマン制度のホームページを開設し、制度につ
いての情報発信や、インターネットを利用した苦情申立てができるようにしてい
ます。


